
地域集会所建設等補助金（整備）の申請等の流れ 

 

補助金交付申請書の提出から事業完了までの流れは、下記のとおりです。 

 市は提出された補助金交付申請書を受理し、工事内容等の審査を経て、補助金交付決定通

知書を申請者へ送付します。それから工事着工となり、工事終了後に市がしゅん工検査を行

ないます。その後に補助金が交付されます。 

 ※必ず、補助金交付決定通知書が送付された後に着工してください。 

補助金の申請から補助金を受け取るまでの手続き 

補助金を受けようとする方 

(地域集会所の管理運営をしている団体) 

市 

(コミュニティ推進課) 

工     事     年     度 

１ 補助金交付申請（申請書提出） 

  (1)  工事見積書（３社） 

(2) 工事箇所の写真 

   （3)  その他必要と認める書類 

  (4)  工事準備 

 

 

２ 工事着工 

    ※補助金交付決定後に着工 

 

         工事終了後コミュニティ推進課へご連絡ください 

３ しゅん工届の提出（工事完了） 

 しゅん工検査立会い 

 

 

５ 補助金の請求 

 

６ 補助金の受領 

 

７ 実績報告書提出 

 (1)  事業収支決算書 

 (2)  施工業者からの領収書 

 

１ 補助金交付申請書受理 

 申請内容等の審査 

 

         ２週間以内 

         

２ 補助金交付決定 

補助金交付決定通知書送付 

 

 

 

 

４ しゅん工届受理 

しゅん工検査（事業の完了確認） 

  工事費の確認（施工業者からの請求書提出） 

 

５ 補助金請求書受理 

 

６ 補助金交付（支払） 

 

７ 実績報告の受理 

    実績報告の審査・確認 

 

補  助  事  業  完  了 
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